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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
移
転
に
伴
う
旧
事
務
所
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
四
七
号
）
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
「
お
尋
ね
の
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
の
移
転
後
の
旧

事
務
所
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
在
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
協
議
中
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
た
が
、
「
大
使
館
」
は

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
の
い
か
な
る
機
関
と
協
議
を
し
て
い
る
の
か
。

二

二
〇
〇
七
年
四
月
十
四
日
現
在
、
「
大
使
館
」
の
旧
事
務
所
は
ど
の
よ
う
な
用
途
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。

三

二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
に
お
け
る
、
「
大
使
館
」
の
旧
事
務
所
と
大
使
公
邸
の
賃
借
料
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

旧
事
務
所
の
使
用
状
況
を
踏
ま
え
、
三
の
賃
借
料
の
支
払
い
は
、
社
会
通
念
上
適
切
と
財
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。


